
＜医療計画における在宅医療＞
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居宅等における医療の確保等の記載事項について

法第３０条の４第２項第６号の居宅等における医療の確保について定めるときは、当該医療におけるそれぞれの機能分類
に即して、地域の医療提供施設の医療機能を計画的に明示すること。また、以下の目的を達成するために患者を中心とした
居宅等における医療についての地域の医療提供体制の確保状況、その連携状況及び患者急変時等の支援体制を明示する
こと。

①患者自身が疾病等により通院困難な状態になっても、最後まで居宅等で必要な医療を受けられるために、地域にどのよう
な診療所、病院、訪問看護ステーション、調剤を実施する薬局等が存在し、かつ、どのような連携体制を組んでいるのか、ま
た、患者の状態等に応じて適切な他の医療提供者等にどのように紹介するのかなどの仕組みがわかりやすく理解できること。

②適切な療養環境を確保し、虚弱な状態になっても最後まで居宅等で暮らし続けたいと希望する住民や患者が安心感をもて
るようにすること。

③医薬品の提供拠点としての調剤を実施する薬局の機能を活用するために、居宅等への医薬品等の提供体制を明示するこ
と。

平成１９年７月２０日付け医政局長通知
『医療計画作成指針』より抜粋

医療計画における在宅医療の位置付け

医療法
第３０条の４ 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図る
ための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。
２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
１～５ （略）．
６．居宅等における医療の確保に関する事項
７～１３（略）
第３０条の７ 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要
な協力をするよう努めるものとする。
２ 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連
携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
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○福井
・在宅医療推進のためのコーディネーター設置地区

→5地区（H24)
○福岡
・在宅医療を受ける患者数

2100人/１日 （H18) → 30％増（Ｈ24）
○佐賀
・自宅での死亡の割合8.1％（H18）→ 12.2％（H24）

○熊本
・訪問看護ST数 107（H17） → 120（H24）
・訪問看護師の就業者数 429（H18）→ 554（H24）
・往診や訪問看護を実施する医療機関数

582（H18）→640（H24）
・緊急時24時間対応訪問看護ST割合

24時間対応可能 22.1％（H16） → 30％（H24）
24時間連絡可能 94.2％（H16) → 98％（H24）
・麻薬小売業免許を取得している保険調剤薬局の
割合 82.9％（H18）→100％（H24）
○沖縄
・在宅療養支援診療所（７５歳以上人口千人あたり）

0.46 (H18) → 0.82 (H24)
・訪問看護ステーション（人口１０万人あたり）

3.7 (H18)  → 4.5 (H24) 

○北海道
・在宅医療を実施する医療機関割合

現状35.2%→目標値38.1%
○山形

・主任介護支援専門員研修受講者数
44人（Ｈ18）→ 50人（Ｈ24）

○福島
・在宅療養支援診療所 148（H18)    → 196 (H24)
・訪問看護ステーション 121（H18)    → 128 (H24)
・保険薬局に占める訪問薬剤管理指導料の届出薬局

76.9%（H18)  → 81%(H24)
・保険薬局に占める麻薬小売業免許取得薬局の割合

84.1%（H18)  → 85.9% (H24)
○茨城
・医療機関と連携し在宅医療に取り組む薬局の割合

6%(H18)        →   50% (H24)
○東京
・ 医療保健政策区市町村包括補助事業の実施（在宅
医療推進に資する事業）

5自治体（H19 )   →全市町村(H24)
○山梨

・在宅ホスピス連絡体制が整備されている保健福祉事
務所圏域の数 1圏域(H18) → 4圏域 (H24)

■数値目標の例（各都道府県の医療計画より）

在宅医療に関する医療計画の内容（数値目標）
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■医療計画の内容
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数値目標あり 記載有り

在宅医療に関する医療計画の内容

47

出典）各都道府県「医療計画」より厚生労働省で作成 96




